
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
   

住居の損害程度により，次の支給を受けることができます  
 ◆ 災害見舞金 
    ○床上浸水   金 １万円   
    ○住居の半壊  金 ５万円 
    ○住居の全壊  金１０万円 
 ［問い合わせ］ 福祉総務課    ９２８－１０６１ 
         松永保健福祉課  ９３０－０４１０ 
         沼隈保健福祉課  ９８０－７７０４ 
         神辺保健福祉課  ９６２－５００４ 
 
 
 ◆ 日赤災害救援物資   
    毛布（１人で１枚） 
    日用品セット（４人で１組） 
    等 
 ［問い合わせ］ 福山市社会福祉協議会総務課 ９２８－１３３０ 
 
 
 

損害の程度により税金等の減免が受けられる場合があります  
 ◆ 市民税の減免 
   震災，風水害等により一定程度以上の損害を受けたとき，市民税の減 
  免を受けられる場合があります。 
 ［問い合わせ］ 市 民 税 課        ９２８－１０２０ 
         松永税務課   ９３０－０４０４ 
         北部税務課   ９７６－８８０４ 
         新市税務課   （０８４７）５２－５５１６ 
         沼隈税務課   ９８０－７７０８ 
         神辺税務課   ９６２－５００６ 
 
 ◆ 固定資産税等の減免 
   震災，風水害等により一定程度以上の損害を受けたとき，被災日以降 
  に到来する納期限に係る固定資産税，都市計画税の減免を受けられる場 
  合があります。 
 ［問い合わせ］ 資 産 税 課        ９２８－１０２３ 
         松永税務課   ９３０－０４０５ 
         北部税務課   ９７６－８８０６ 
         新市税務課   （０８４７）５２－５５１７ 
         沼隈税務課   ９８０－７７０７ 
         神辺税務課   ９６２－５００７ 
 
 

 ◆ 国民健康保険税等の減免 
   震災，風水害等により一定程度以上の損害を受けたとき，次の減免を 
  受けられる場合があります。 
   ・国民健康保険税の減免 
   ・一部負担金の減免 
 ［問い合わせ］ 
国保年金課   ９２８－１２０７  松永支所市民課 ９３０－０４０２ 
北部支所市民課 ９７６－８８０２  内海支所    ９８６－３１１１ 
新市支所（０８４７）５２－５５１４ 沼隈支所    ９８０－７７０３ 
神辺支所市民課 ９６２－５０１１ 
 ◆ 介護保険料等の減免 
     震災，風水害等により一定程度以上の損害を受けたとき，次の減免を 
  受けられる場合があります。 

 ・１号（６５歳以上）被保険者の保険料の減免 
 ・介護保険サービス利用者負担の軽減 

 ［問い合わせ］  
介護保険課   ９２８－１１６６  松永保健福祉課 ９３０－０４１０ 
北部保健福祉課 ９７６－８８０３ 
新市保健福祉課（０８４７）５２－５５１５ 
沼隈保健福祉課 ９８０－７７０４  東部福祉出張所 ９４０－２５７２ 
神辺保健福祉課 ９６２－５００５ 
 ◆ 水道料金・下水道使用料の減免 
   震災，風水害等により一定程度以上の損害を受けたとき，被災月の水 
  道料金，下水道料金の減免を受けられる場合があります。 
 ［問い合わせ］ 
（水道料金） 
水道局営業課  ９２８－１５１４  南部出張所 ９８２－２６６３ 
沼隈水道出張所 ９８０－７７１２  東部営業所 ９４８－２０２６ 
西部営業所   ９３０－０７６０  北部営業所 ９７６－２１４２ 
神辺営業所   ９６６－１１１０ 
（下水道使用料） 
下水道部庶務課 ９２８－１０８７ 
神辺下水道出張所９６２－５０２２ 
◆ 保育所保育料・市立幼稚園保育料・市立高等学校授業料の減免 

   震災，風水害等により一定程度以上の損害を受けたとき，保育所保育 
  料・市立幼稚園保育料・市立高等学校授業料の減免を受けられる場合が 
  あります。 
 ［問い合わせ］ （保育所保育料）児童部庶務課 ９２８－１０４７ 
         （幼稚園保育料）管理部総務課 ９２８－１１０９ 
         （高校授業料）  福山高等学校 ９５１－５９７８ 
 ◆ 放課後児童クラブ利用料の減免 
   震災，風水害等により一定程度以上の損害を受けたとき，被災月以降 
  の放課後児童クラブ利用料の減免を受けられる場合があります。 
 ［問い合わせ］ 社会教育振興課        ９２８－１１１４ 

 
  資金の融資を受けることができます  
 ◆ 災害援護資金貸付金 
   震災，風水害等により一定程度以上の損害を受けたとき，生活建て直 
  しのための資金の貸付けをします。 
  （損害の程度により，貸付限度額が異なります。） 
 ［申請期限］ 被災の日の属する月の翌月１日から起算して，３月を経過 
        する日まで 
 ［問い合わせ］ 福祉総務課       ９２８－１０６１ 
        松永保健福祉課     ９３０－０４１０ 

 ≪ 福 山 市 か ら の お 知 ら せ ≫ 
震 災 ， 風 水 害 等 に よ り                
被害を受けられた方に対する                

主 な 支 援 制 度 
２００６年度（平成１８年度）版 

 ◆ 生活福祉資金貸付（災害援護資金） 
 ［対象］ 災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な経費 
 ［問い合わせ］ 福山市社会福祉協議会総務課 ９２８－１３３０ 
 ◆ 母子・寡婦福祉資金貸付（住宅資金） 
 ［対象］ 母子・寡婦家庭の方で住宅の建設・購入・補修をする場合 
 ［問い合わせ］ 子育て支援課   ９２８－１０５３ 
 ◆ 災害復興住宅融資 
   住宅に被害を受けた方に対して，災害復興住宅の建設資金，購入資金 
  又は補修資金の融資の相談を行います。 

見舞金等     また，公庫融資を受けて現在返済中の方について，返済方法に関する 
  相談も行います。 
 ［問い合わせ］ 住宅金融公庫中国支店 
    広報・住情報相談担当（０８２）２２１－８７１６ 
 

子どものために次の支給を受けることができます  
 ◆ 保育所児童に対する保育用品の支給 
 ［対象］ 保育所児童の通所カバン，保育服等の保育用品で被害を受けた 
      もの 
 ［問い合わせ］ 保 育 課     ９２８－１０４９ 
 ◆ 児童・生徒に対する教科書・学用品等の支給 
 ［対象］ 震災，風水害等により一定程度以上の損害を受けた場合で，幼 
   稚園・小・中・高等学校の児童・生徒の教科書等で被害をうけたもの 
 ［問い合わせ］ 学 事 課     ９２８－１１６９ 

 
 
 

  被害状況の証明を受けることができます 

証 明  

 ◆ り災証明 
 ［問い合わせ］ 福祉総務課     ９２８－１０６１ 制 度  
         松永保健福祉課   ９３０－０４１０ 
         北部保健福祉課   ９７６－８８０３ 
         新市保健福祉課   （０８４７）５２－５５１５ 
        沼隈保健福祉課   ９８０－７７０４ 
        鞆支所       ９８２－２６６０ 
        東部福祉出張所   ９４０－２５７２ 
        内海支所      ９８６－３１１１ 
        神辺保健福祉課   ９６２－５００５ 

 
 

  
  衛生管理のための薬剤の配付を受けることができます 

衛生管理  

 ◆ 消毒薬の配付 
 ［問い合わせ］ 健康推進課     ９２８－３４２１ 
        松永保健福祉課   ９３０－０４１０ 
        北部保健福祉課   ９７６－８８０３ 
        新市保健福祉課   （０８４７）５２－５５１５ 
        沼隈保健福祉課   ９８０－７７０４ 
        神辺保健福祉課   ９６２－５００５ 

  し尿くみとり料（浄化槽を除く。）の補助について 
 ◆ し尿くみとり料（浄化槽を除く。）の補助 
   環境管理課が別途対応します。 
 ［問い合わせ］ 環境管理課     ９２８－１０７１ 


